
菊川水系河川整備計画策定の流れ

※審議状況により、議事内容、流域委員会の開催回数に変更があります

関係住民(パブリックコメント)

ふれあい懇談会
菊川会場 H28.8.26
掛川会場 H28.8.27

縦覧・意見募集
（H28.8.22～9.23）

＜河川法第16条の2第3項＞
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河川整備計画（原案）
の作成

河川整備計画（案）
の作成

河川整備計画
の策定・公表

第６回
流域委員会

第７回
流域委員会

関係機関連絡調整・協議
（関係省庁）

県知事意見聴取

＜河川法第16条の2第5項＞

（H28.7.12）
（H28.12.5）

行政会議
（静岡県、菊川市、掛川市）

(H28.9.16)

年度内を予定

＜河川法第16条の2第4項＞



本日の審議と今後の手続きについて

流域委員会の目的【規約抜粋】
（目的及び設置）

第２条 流域委員会は、菊川水系河川整備計画
（大臣管理区間）（案）の策定にあたり、河川法
第16条の2第3項の趣旨に基づき、学識経験を

有する者の意見を聴くことを目的として、国土交
通省中部地方整備局長（以下「局長」という。）
が設置する。

２．流域委員会は、河川整備計画策定後、計画
内容の点検について意見を述べる。

３．流域委員会は、河川整備計画に位置付けら
れる事業の計画段階評価、再評価、事後評価
について審議を行う。

本日の審議

以下の資料により河川整備計画（案）の策定にあ
たり意見を聞く
資料２～４ 河川整備計画（案）について
資料５ 河川整備計画（案）による事業の評価

（案）が了承された場合において
河川整備計画（案）に対して

県知事意見の聴取
関係省庁への協議

菊川河川整備計画の策定

見直しがない場合

見直しが必要な場合

（案）が了承された場合において
事業評価に対して

県知事意見の聴取

事業評価の完了


